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実務・事例に基づいた労務問題勉強会

〒760-0022 高松市西内町7-14
TEL：087-811-0870 FAX：087-822-8638
http://www.tamamolaw.com/

香川県の社会保険労務士様対象

必ず知っておきたい労務トラブル対策

使用者側弁護士が教える労務対応

講師
玉藻総合法律事務所
代表弁護士 藤本 尊載（香川県弁護士会所属)

【経歴】
1974年 香川県香川町 出身
2000年 大阪大学法学部卒業
2001年 旧司法試験合格
2002年 最高裁判所司法研修所入所（56期）
2003年 弁護士登録（大阪弁護士会）
2007年 玉藻総合法律事務所開設

【会務】
2011年 香川県弁護士会 人権擁護委員会委員長
2013年 香川県弁護士会 副会長

日本弁護士連合会 代議員

2017年 香川県弁護士会 副会長
日本弁護士連合会 代議員

【講演実績】
2009年“社会福祉施設における事故と事業所の法的責任”
（公益財団法人介護労働安定センター）
“後で困らない為の介護事故への対応策2”
（公益財団法人介護労働安定センター）
2010年“介護事業所における事故責任とリスクマネジメン
ト“（公益財団法人介護労働安定センター）
2011年“高齢者の財産管理と相続“
（公益財団法人介護労働安定センター）
“介護職員と優しい法令遵守“
（公益財団法人介護労働安定センター）
2012年“労働災害セミナー“（大手損害保険会社）
2019年社労士向け “パワハラ防止法“セミナー
2019年社労士向け “問題社員対応“セミナー
2020年社労士向け “残業代請求”セミナー

弁護士による労務問題シリーズ勉強会

解雇・退職勧奨
に関する実務対応

2月10日（水）
開催
日時

2021年
@サンポートホール高松

62会議室
15:00~17:00（受付開始：14:30）

クライアントが人の問題で悩んでいる

退職勧奨の具体的な進め方を知りたい

下記に当てはまる方は是非ご参加ください

解雇したい社員がいるが、解雇してよいか心配だ



勉強会当日の内容を一部紹介いたします

開催概要

参加ご希望の方は、下記の枠内をご記入の上FAXでご返送下さい。もしくはお電話にてご連絡ください

締切：2月8日(月) FAX：087-822-8638 TEL： 087-811-0870

日時

受講料

会場

当日連絡先

テキスト代を含む
＊弊所の顧問先の社労士の先生方におかれ
ましては無料とさせていただきます。

貴 所 名 ご芳名

ご 住 所

ご 連 絡 先 【TEL】 【FAX】

メールアドレス ＠

2月10日(水) 解雇・退職勧奨対応 について扱います
15時～17時（受付開始14：30～)

087-811-0870

第三回勉強会では「解雇・退職勧奨対応」を扱います。

第二回 2021年5月予定 類型別問題社員対応
（無断欠勤を続ける社員・会社の指示に従わない社員）

・問題社員に対応する際の心得
・問題行動で解雇できる条件

第一回 2021年2月10日（水）解雇・退職勧奨
・ケース別の解雇の可否
・退職勧奨の流れ

サンポートホール高松62会議室

1,000円

・会社の指示に従わない社員に対してできること
・連絡が取れない社員への対応方法

・解雇・退職勧奨の選び方
・解雇・退職勧奨のトラブル事例と注意点

〒760-0019
香川県高松市サンポート２−１

第三回 2021年10月予定 休職・復職対応
・休職を申し出た従業員への対応方法
・休職・復職を繰り返す従業員への対応方法
・復職をする際の注意点と流れ
・休職・復職に関する事例や判例

※3密を回避するため、広い会場をご用意しています。
※状況により、会場は変更となる場合がございます。その際には改めて
ご連絡をさせていただきます。
近隣の有料駐車場をご利用ください。

参加された先生方の声

【勉強会参加特典】
①無料相談（60分）
②クライアント様向け
無料相談（初回60分）
③士業向け顧問サービス
プランのご案内

参加された社労士の先生からは下記のようなお声をいただいています（抜粋）
「実務に近い実践的手法、考え方がとても参考になりました。」
「具体的な裁判例等をお話ししていただき、大変参考になりました。」
「各項目の要点がわかりやすかったです」
「就業規則等の具体的な記入の仕方が良かったです」 等


